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日付：令和5年12月18日 

 

○小田原市グループホーム等利用者助成金の支給に関する要綱 

平成19年４月１日 

改正 

平成20年７月１日 

平成23年９月30日 

平成24年４月１日 

平成25年３月31日 

平成30年３月31日要綱第25号 

平成31年３月６日要綱第16号 

令和元年９月18日要綱第79号 

令和２年10月１日要綱第137号 

令和３年４月１日要綱第187号 

小田原市グループホーム等利用者助成金の支給に関する要綱 

目次 

第１章 趣旨（第１条） 

第２章 地域移行者分（第２条～第12条） 

第３章 通常利用者分（第13条～第22条） 

第４章 その他（第23条） 

附則 

第１章 趣旨 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の円滑な地域生活への移行を支援することを目的とし、施設等に入所し

ている者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123

号。以下「法」という。）第５条第17項に規定する共同生活援助を提供する住居（以下「グループ

ホーム等」という。）に生活の場を移行した場合の、グループホーム等の利用に係る家賃の一部に

ついて助成金を支給することに関し必要な事項を定める。 

第２章 地域移行者分 

（目的） 

第２条 障害者の円滑な地域生活への移行を支援することを目的とし、施設等に入所している者が、

グループホーム等に生活の場を移行した場合の、その利用に係る家賃の一部について支給する。 

（助成対象者） 

第３条 助成対象者は、次に掲げる施設に入所又は医療機関に入院をしていた者で、当該施設を退所

し又は当該医療機関を退院し、本市から法に基づく共同生活援助に係る自立支援給付費の支給決定

を受け、グループホーム等で生活を開始する者（生活保護受給者を除く。）とする。 

(１) 法第５条第11項に規定する障害者支援施設 

(２) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成14年法律第167号）第11条第１

号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 

(３) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に規定する児童福祉施設 

(４) 精神科医療機関 

（助成対象期間） 

第４条 助成対象期間は、施設を退所し又は医療機関を退院し、グループホーム等で生活を開始した

日（以下、この章において「入居日」という。）の属する月の翌月から起算し３年間とする。ただ

し、入居日が月の初日に当たる場合は、入居日の属する月から起算する。 

２ 前項の規定にかかわらず、助成対象期間内において、助成対象者がグループホーム等での生活を

取りやめた場合は、助成対象期間は、当該グループホーム等での生活を取りやめた日の属する月ま

でとする。 

（助成金の月額） 
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第５条 助成金の月額は、３万円又はグループホーム等の利用に係る１か月当たりの家賃（敷金及び

礼金を除く。以下「家賃月額」という。）から法第34条第１項の規定により支給される特定障害者

特別給付費を控除した額の２分の１の額のいずれか少ない方の額とする。 

（支給申請） 

第６条 助成金の支給を受けようとする者（以下、この章において「申請者」という。）は、小田原

市グループホーム等利用者助成金支給申請書（様式第１号）にグループホーム等利用証明書（様式

第２号）その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

（支給決定） 

第７条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、

小田原市グループホーム等利用者助成金支給（不支給）決定通知書（様式第３号）により申請者に

通知するものとする。 

（助成方法等） 

第８条 助成金の支給は、支給決定を受けた者（以下、この章において「支給決定者」という。）か

ら助成金を代理して受領することの委任を受けた支給決定者が利用するグループホーム等を運営す

る事業所（以下、この章において「代理受領者」という。）に、支給決定者に支給すべき助成額を

限度として、支給決定者に代わり受領させる方法によるものとする。 

２ 前項の規定による支払があったときは、支給決定者に対し助成金の支給があったものとみなす。 

３ 前２項の規定に関わらず、市長が必要と認める場合は、支給決定者に対し助成金の支給を行うも

のとする。 

（助成金の請求等） 

第９条 代理受領者（前条第３項の場合においては、支給決定者）は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める日までに市長に助成金の請求を行うものとする。ただし、市長が特別の理由があ

ると認める場合は、この限りでない。 

(１) ４月から６月までに係る分 ６月10日 

(２) ７月から９月までに係る分 ９月10日 

(３) 10月から12月までに係る分 12月10日 

(４) １月から３月までに係る分 ３月10日 

２ 市長は、前項の請求があった場合には、速やかに助成金の支給手続を行うものとする。 

（助成額の変更） 

第10条 支給決定者は、助成金の支給決定期間中に家賃月額に変更があった場合（グループホームで

の生活を取りやめることに伴い家賃月額が日割計算される場合を含む。）は、小田原市グループホ

ーム等利用者助成金変更届出書（様式第４号）により、速やかに市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の届出書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給決定内容を変更し、

小田原市グループホーム等利用者助成金支給決定変更通知書（様式第５号）により支給決定者に通

知するものとする。 

（支給決定の取消し等） 

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給決定を受け、又は、助成金の支給を受け

た者があるときは、助成金の支給決定を取り消し、又は、既に支給した助成金を返還させるものと

する。 

２ 市長は、前項の取消しをした場合は、小田原市グループホーム等利用者助成金支給決定取消通知

書（様式第６号）により、支給決定者に通知するものとする。 

（代理受領者の書類提出） 

第12条 代理受領者は、市長が障害者地域生活サポート事業実施要綱（平成19年４月１日神奈川県制

定）第５条第１項の事業実施届、同要綱第６条第１項の事業変更（中止・廃止）届及び同要綱第７

条第１項の事業実施状況届の提出を求めた場合には、これを提出しなければならない。 

第３章 通常利用者分 

（目的） 

第13条 障害者の経済的負担を軽減し、自立を促進することを目的とし、グループホーム等に入所し

た者に対し、その利用に係る家賃の一部について支給する。 
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（助成対象者） 

第14条 助成対象者は、本市から法に基づく共同生活援助に係る自立支援給付費の支給決定を受け、

グループホーム等で生活をする者とする。ただし、次の各号の規定に該当する者は除く。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づく扶助を受けている者 

(２) 小田原市グループホーム等利用者助成金の支給に関する要綱（平成19年４月１日）地域移行

者分の支給を受けている者 

（助成対象期間） 

第15条 助成対象期間は、グループホーム等で生活を開始した日（以下、この章において「入居日」

という。）の属する月の翌月から助成すべき事由の消滅した日の属する月までとする。ただし、入

居日が月の初日に当たる場合は、入居日の属する月から起算する。 

（助成金の月額） 

第16条 助成金の月額は、１万円又は家賃月額から法第34条第１項の規定により支給される特定障害

者特別給付費を控除した額のいずれか少ない方の額とする。 

（支給申請） 

第17条 助成金の支給を受けようとする者（以下、この章において「申請者」という。）は、小田原

市グループホーム等利用者助成金支給申請書（様式第１号）にグループホーム等利用証明書（様式

第２号）その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

（支給決定） 

第18条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、

小田原市グループホーム等利用者助成金支給（不支給）決定通知書（様式第３号）により申請者に

通知するものとする。 

（助成方法等） 

第19条 助成金の支給は、支給決定を受けた者（以下、この章において「支給決定者」という。）か

ら助成金を代理して受領することの委任を受けた支給決定者が利用するグループホーム等を運営す

る事業所（以下、この章において「代理受領者」という。）に、支給決定者に支給すべき助成額を

限度として、支給決定者に代わり受領させる方法によるものとする。 

２ 前項の規定による支払があったときは、支給決定者に対し助成金の支給があったものとみなす。 

３ 前２項の規定に関わらず、市長が必要と認める場合は、支給決定者に対し助成金の支給を行うも

のとする。 

（助成金の請求等） 

第20条 代理受領者（前条第３項の場合においては、支給決定者）は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める日までに市長に助成金の請求を行うものとする。ただし、市長が特別の理由があ

ると認める場合は、この限りではない。 

(１) ４月から６月までに係る分 ６月10日 

(２) ７月から９月までに係る分 ９月10日 

(３) 10月から12月までに係る分 12月10日 

(４) １月から３月までに係る分 ３月10日 

２ 市長は、前項の請求があった場合には、速やかに助成金の支給手続を行うものとする。 

（助成額の変更） 

第21条 支給決定者は、助成金の支給決定期間中に家賃月額に変更があった場合（グループホームで

の生活を取りやめることに伴い家賃月額が日割計算される場合を含む。）は、小田原市グループホ

ーム等利用者助成金変更届出書（様式第４号）により、速やかに市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の届出書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給決定内容を変更し、

小田原市グループホーム等利用者助成金支給決定変更通知書（様式第５号）により支給決定者に通

知するものとする。 

（支給決定の取消し等） 

第22条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給決定を受け、又は、助成金の支給を受け

た者があるときは、助成金の支給決定を取り消し、又は、既に支給した助成金を返還させるものと

する。 
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２ 市長は、前項の取消しをした場合は、小田原市グループホーム等利用者助成金支給決定取消通知

書（様式第６号）により、支給決定者に通知するものとする。 

第４章 その他 

（その他） 

第23条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年７月１日） 

この要綱は、平成20年７月１日から施行する。 

附 則（平成23年９月30日） 

この要綱は、平成23年10月１日から施行する。 

附 則（平成24年４月１日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に第６条の規定により支給決定を受けている者に対する助成金の額は、改

正後の第４条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成25年３月31日） 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月31日要綱第25号） 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月６日要綱第16号） 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月18日要綱第79号） 

この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則（令和２年10月１日要綱第137号） 

この要綱は、令和２年10月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日要綱第187号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第６条、第17条関係） 
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様式第２号（第６条、第10条、第17条、第21条関係） 
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様式第３号（第７条、第18条関係） 
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様式第４号（第10条、第21条関係） 
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様式第５号（第10条、第21条関係） 

 



10/10 

様式第６号（第11条関係） 

 


